
ι 
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連
結
親
法
人
の
解
散
の

B
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

連
絡
子
法
人
の
解
敷
の
日
中
佐
合
む
議
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
十
十
お
か
}
制
的
る
。

第
六
十
八
条
の
十
蕊
の
こ
第
一
一
嶋
中
勺
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
一
積
、
第
一
一
一
環
及
び
構
証
明
〕
を
制
的
り
、
関
職
第
八
号

中
「
第
六
十
八
条
の
十
題
第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
、
問
現
第
九
号
を
制
約
り
、
開
条
慎
二
寝
中
寸
第
六
十
八

条
の
十
四
期
三
摺
ご
を
龍
り
、
開
条
第
三
一
項
中
「
、
第
六
十
八
条
の
十
曲
第
四
寝
」
を
部
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
一
一

条
の
十
一
一
期
一
鳴
の
い
そ
「
第
四
十
一
一
条
の
十
一
第
一
壊
の
い
に
、

吋
第
四
十
一
一
条
の
ふ
i

…
…
第
一
璃
各
号
い
を
吋
第
四
十
一
一

条
の
十
一
第
一
項
各
号
」
に
歌
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
十
一
一
条
の
十
一
一
第
一
嘆
い
を
「
第
四
十
二
条
の
十
一
第
一
噴
い

に
改
め
、
開
条
を
第
六
十
八
条
の
十
五
と
す
る
。

第
六
十
パ
条
の
ふ
i
九
機
一
項
晶
化
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

連
結
親
法
人
又
は
議
議
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
寵
関
係
に
あ
る
連
純
子
法
人
で
、

そ
の
雄
投
等
に
つ
き
地
幾

震
災
の
た
め
の
対
策
を
早
急
に
講
ず
る
、
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
、
平
成
十
密
年
西
月
一
日
か
ら

1i 



五

平
成
ニ
十
三
年
三
月
一
一
一
十
一
、
宮
一
ま
で
の
関
に
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
講
董
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
謹
震
院
災
対

策
強
化
地
域
そ
の
他
の
地
震
務
災
の
た
め
の
対
策
を
緊
急
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
械
と
し
て
政
令
で

定
め
る
紙
域
内
に
お
い
て
、
第
四
ト
盟
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
防
災
対
策
用
資
麗
〈
以
下
こ
の
壊
に
お
い
て
「
地
擦

防
災
対
策
用
資
産
」
と
い
う
。
)
を
取
得
し
、
又
は
地
織
防
災
対
策
問
制
緩
殺
を
製
作
し
、
批
判
し
く
は
蟻
殺
し
て
、
こ
れ
そ

当
該
連
絡
親
法
人
又
は
そ
の
漉
結
子
法
人
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
〈
所
有
権
移
粧
外
リ
l
ス
取
引
に
よ
り
敦
得
し
た

t

当
該
地
議
防
災
対
策
用
資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
を
撒
く
。
)
に
は
、

そ
の
用
に
供
し
た
ヨ
を
含
む
連
結
事

業
年
裏
の
当
該
地
震
防
災
対
案
用
資
産
の
積
蒋
限
度
額
は
、
法
人
税
誌
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
問
項
に

規
定
す
る
個
別
損
金
額
を
計
算
す
る
、
場
合
に
お
け
る
同
法
第
三
十

A

条
第
一
寝
又
は
第
一
一
項
の
視
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
地
震
前
災
対
策
用
資
藤
の
普
通
欝
部
際
農
額
と
特
別
償
却
限
度
額
〈
謹
該
地
震
関
災
対
策
閣
資
産
の
取
持
髄
鱗
の
高
分

の
二
十
に
梅
山
治
す
る
金
額
油
化
い
念
。
〉
と
の
合
計
織
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
ニ
ム
l

一
一
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十
一
一
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
ト
八
条
の
一
一
ト
コ
及
、
び
第
六

八
条
の
一
一
十

削
除

第
六
十
八
条
の
こ
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

。
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第
六
十
八
条
の
ニ
十
五

削
除

錨
六
十
八
条
の
三
十
一
第
一
一
項
中
「
平
成
ニ
十
一
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二

三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、

ゐ叩@言、

第
一
一
二
等
及
び
第
一
点
問
符
い
を
「
か
ら
郷
田
号
、
ま
で
い
に
改
め
、
問
現
の
濃
の
期
間
口
巧
を
離
り
、
部
門
衰
の
第
五
号
を
問
議
の
諮
問
問

号
と
し
、
開
条
第
三
項
第
一
一
一
号
中
「
第
七
十
一
条
第
一
鳴
い
を
「
第
間
十
一
一
一
条
錦
…
一
一
液
に
規
癒
す
る
身
体
脇
剛
容
者
又
は
知
的

障
害
者
で
あ
る
態
時
間
労
働
者
、
同
条
第
五
項
」
に
、

第
六
十
八
条
の
三
十
四
の
見
出
し
を
「
(
高
議
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
割
増
議
却
〉
」
に
改
め
、

「
第
七
十
ニ
条
の
六
い
を
「
第
七
十
一
条
鰯
一
噴
い
に
改
め
る
。

同
条
第
一
項
及
び
第

一a

惜
慣
を
間
り
、
開
条
第
‘
二
項
中
「
〈
当
該
連
結
事
業
年
震
に
お
け
る
償
却
額
の
計
算
に
関
し
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
を
隣
く
。
〉
」
品
化
削
り
、

「
第
四
十
七
条
第
一
一
一
環
」
仙
台
「
第
四
十
七
条
第
一
事
」
に
改
め
、
問
項
を
田
内
条
第
一
一
演
と

し
、
部
門
条
第
四
寝
中
「
踏
格
挙
後
設
立
」
そ
「
瀦
格
現
物
分
配
〈
以
下
こ
の
現
に
お
い
て

「
趨
格
合
併
等
い
と
い
う
。
〉
い

市
」
、i
 

「
適
格
合
掛
け
、
議
格
分
割
又
は
藤
格
現
物
出
資
〈
以
下
こ
の
現
に
お
い
て

「
議
格
合
併
紘
一
寸
い
と
い
う
。
〉
」
を
「
適
格

合
併
等
」

「
又
は
現
物
出
資
法
人
」

を
つ
現
物
出
資
法
人
又
は
現
物
分
罷
法
人
」
に
、

「
又
は
適
格
分
盤
整
分
説
に

あ
っ
て
誌
、
当
該
適
格
合
併
又
は
適
格
分
割
翠
分
割
の
日
の
前
日
」
を
「
に
あ
っ
て
は
当
該
適
格
合
併
の
自
の
詰

E
と
し
、

残
余
肘
例
議
の
全
部
の
分
配
に
該
当
す
る
適
絡
現
物
分
艶
に
あ
っ
て
は
当
該
溜
絡
現
物
分
配
に
係
る
残
余
財
産
の
接
定
の
自
と

ま王



一
二
五
回

す
る
。
」
に
、

「
第
四
千
七
条
第
三
項
」
を

「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
に
、

「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
一
項
目
」
に
改
め
、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

し

、

同

条

第

五

項

中

「

又

は

第

三

項

」

を

削

り

、

に

改

め

、

同

項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
三
十
五
第
二
項
及
、
び
第
六
十
八
条
の
三
十
六
第
三
項
中
「
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
現
物
分
配
」
に
、

「
こ
れ
ら
の
規
定
」
を
「
同
項
」

「
適
格
合
併
、
適
格
分
割
又
は
適
格
現
物
出
資
」
を
「
適
格
合
併
等
」
に
、

「
又
は
現
物
出
資
法
人
」

を

「
、
現
物
出
資
法

人
又
は
現
物
分
配
法
人
(
以
下
乙
の
項
に
お
い
て

「
被
合
併
法
人
等
」

と
い
う
。
)
」

に
-

「
適
格
合
併
若
し
く
は
適
格
分

割
型
分
割
の
日
の
前
日
又
は
適
格
分
社
型
分
割
若
し
く
は
適
格
現
物
出
資
の
日
」
を
「
適
格
合
併
等
の
日
(
適
格
合
併
に
あ

っ
て
は
当
該
適
格
合
併
の
日
の
前
日
と
し
、
残
余
財
産
の
全
部
の
分
配
に
該
当
す
る
適
格
現
物
分
配
に
あ
っ
て
は
当
該
適
格

現
物
分
配
に
係
る
残
余
財
産
の
確
定
の
日
と
す
る
。
)
」

伊
」
、

「
被
合
併
法
人
、
分
割
法
人
、
現
物
出
資
法
人
又
は
事
後
設

立
法
人
」
を
「
被
合
併
法
人
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
四
十
第
一
項
中
「
、
第
六
十
八
条
の
十
五
第
一
一
項
」
を
削
り
、

「
第
六
十
八
条
の
二
十
三
か
ら
第
六
十
八

条
の
二
十
七
ま
で
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
四
、
第
六
十
八
条
の
二
十
六
、
第
六
十
八
条
の
二
十
七
」

に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
現
物
分
配
」
一
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
事
後
設
立
法
人
」
を
「
現
物
分
配
法
人
」

O 

. 
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伊
」
、

「
又
は
適
格
分
割
製
分
割
に
あ
っ
て
は
、
当
該
濃
絡
会
葬
又
は
適
格
分
説
翠
分
割
の
自
の
議
設
い
を
「
に
あ
っ
て
は
当

該
適
格
合
併
の
自
の
前
日
と
し
、
残
余
財
産
の
全
部
の
分
配
に
該
混
ず
る
適
格
現
物
分
寵
に
あ
っ
て
は
当
該
適
格
現
物
分
酷

に
係
る
残
余
財
経
の
確
定
の
日
と
す
る
」
に
、

「
が
適
絡
分
社
型
分
制
部
い
を
「
が
適
格
分
割
い
に
、

「
瀦
格
事
築
設
立
」
を

「
適
格
現
物
分
配
(
適
格
環
物
分
配
に
あ
っ
て
は
、
残
余
財
産
の
金
一
部
の
分
配
を
徐
く
。
以
下
こ
の
壊
に
お
い
て

吋
適
格
分

割
等
」
と
い
う
。
〉
い
に
、

「
遮
一
格
分
社
型
分
割
又
は
適
格
現
物
出
資
」
を
「
適
格
分
割
紘
一
才
に
、

「
又
は
鳴
物
出
資
法

人
い
を
「
、
現
物
出
資
法
人
又
は
現
物
分
説
法
人
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
四
十
一
第
三
項
中
「
滴
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
糠
物
分
記
」
に
、

「
事
後
設
立
法
人
」
を
刊
現
物
分
配

法
人
い
に
、

「
又
は
適
格
分
割
型
分
割
に
あ
っ
て
は
、
当
該
適
格
合
併
又
は
適
格
分
割
型
分
割
の
呂
の
蔀
日
」
を
「
に
あ
っ

て
は
当
該
適
格
合
併
の
日
の
鶴
自
と
し
、
残
余
封
建
の
全
部
の
分
配
に
該
当
す
る
適
格
現
物
分
担
に
あ
っ
て
は
当
該
適
格
暁

物
分
配
に
掠
る
残
余
慰
躍
の
確
定
の
誌
と
す
る
」
に
改
め
、
同
月
条
第
六
明
中
「
又
は
分
割
型
分
蔀
の
日
の
前
日
」
そ
「
の
日

の
前
野
村
人
は
法
人
税
法
第
二
条
第
十
一
一
号
の
六
に
規
定
す
る
現
物
分
間
臨
(
残
余
財
撲
の
全
部
の
分
配
に
躍
る
。
第
二
号
に
お

い
て
「
現
物
分
寵
」
と
い
う
。
)
に
係
る
当
核
残
余
計
財
産
の
確
定
の

B
」
に
改
め
、
同
情
明
鏡
て
号
中
「
分
制
捜
分
説
仕
を

「
現
物
分
蹴
〈
」
に
、

「
第
十
五
条
の
一
一
第
一
項
本
文
」
品
化
「
第
十
?
な
条
の
二
第
一
瞬
」
に
、

ご
」
の
条
」
を
ご
い
の
号
及

五
五



五
六

び
第
十
五
項
」
に
、

寸
分
割
担
分
制
」
を
つ
議
結
予
法
人
の
残
余
財
艦
が
確
寵
す
る
現
物
分
現
ケ
に
、

「
分
割
鍛
分
割

の
門
口
い
晶
化
「
現
物
分
配
に
係
る
残
余
樹
海
の
確
定
の

吋
分
翻
承
継
法
人
い
を
「
被
現
物
分
配
法
人
」
に
、

の
判
対
日
」
に
、
「
当
核
分
割
増
分
割
い
を
「
当
該
環
物
分
舵
…
に
、

手
八
は
分
割
醍
分
割
の
直
前
」
を
「
の
直
前
V
〈
誌
当
該
現
物
分
配
に
保

る
残
余
財
産
の
確
定
の
時
」
に
改
め
、
開
条
第
十
一
環
中
「
、
適
格
分
社
型
分
割
」
を
つ
適
格
分
罷
」
に
、

「
適
格
事
後

設
立
(
」
を
「
適
格
現
物
分
配
(
適
格
現
物
分
配
に
あ
っ
て
は
、
残
余
財
産
の
全
部
の
分
盟
を
除
く
。
」
と
、

「
被
事
後
設
立
法
人
」
を
「
被
現
一
物
分
担
法
人
(
次
項
に
お
い
て
「
分
裂
承
継
法
大

「
遠
格
分
社

主
分
譲
等
」
を
「
適
格
分
割
等
」
に
、

等
」
と
い
う
。
)
」
に
政
め
、
問
条
第
卜
-
一
嘆
中
「
謹
務
分
社
塑
分
割
等
」
を
「
適
格
分
割
等
い
に
、

「
分
銅
承
継
法
人
、

被
現
物
出
資
法
人
X
は
被
事
後
設
立
法
人
」
を
「
分
割
承
継
法
人
等
」
に
改
め
、

問
条
第
十
四
噴
出
叩
「
適
格
分
社
按
分
割

等
」
を
吋
連
絡
分
翻
紘
一
苫
に
改
め
、
同
条
第
十
七
現
中
了
〈
漉
格
分
割
按
分
割
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
格
分
制
的
援
分
畿
の
日

が
そ
の
連
絡
籍
法
人
事
業
年
度
開
始
の
日
で
あ
る
場
合
の
当
該
適
格
分
割
担
分
割
に
隈
る
。
〉
」
を
削
り
、
開
条
第
十
八
項

中
「
同
演
の
適
梼
分
割
が
分
社
増
分
割
で
あ
る
と
き
の
い
を
剤
約
V

、

引
の
当
該
適
格
分
割
」
を
「
の
そ
の
適
格
分
割
」
に
改

め
、
出
向
条
第
ニ
ト
一
一
一
寝
中
「
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
現
物
分
配
」
に
、

「
披
事
後
設
立
法
人
」
を
「
被
現
物
分
配
法

人
」
に
改
め
、
ぺ
「
の
特
別
慣
却
準
備
金
の
金
額
」

の
下
に
「
(
当
該
接
現
物
分
記
法
人
の
当
該
適
格
現
物
分
配
の
日
を
含
む

O 

， 

O 
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仁

事
業
年
設
が
連
結
事
業
年
授
は
銭
践
し
な
い
事
業
年
撲
で
あ
る
相
場
合
に
は
、
部
門
条
第
一
閣
の
特
別
加
鍵
部
準
締
金
の
金
額
)
い

を
謡
え
、
同
条
第
二
十
毘
項
中
「
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
現
物
分
配
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
寝
中
「
第
一
一
十
一
一
一
項

に
い
を
「
第
二
十
三
項
又
法
第
五
十
ニ
条
の
一
一
一
第
二
十
三
項
に
」
に
、

「
譲
事
後
設
立
法
人
の
そ
の
適
轄
事
後
設
立
」
を

「
被
現
物
分
問
法
人
〈
そ
の
漉
絡
現
物
分
配
後
に
お
い
て
連
結
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
線
る
。
〉

「
第
二
十
三
項
の
」
を
「
第
一
一
十
一
二
項
又
は
部
門
条
第
ニ
十
一
一
一
環
の
」
に
、

の
そ
の
適
格
現
物
分

記
」
に
、

「
当
諮
披
事
後
設
立
法
人
」
そ
「
当
該

被
現
物
分
配
法
人
」
に
、

「
当
該
適
格
事
後
設
立
」
を
「
当
該
適
格
現
物
分
記
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
四
十
ニ
第
一
現
第
二
号
中
「
、
第
六
十
八
条
の
十
五
」
を
期
り
、

「
第
六
十
八
条
の
二
十
三
か
ら
第
六
十

八
条
の
…
…
十
七
ま
で
」
を
「
第
六
十
八
条
の
ニ
ム
i
m
側
、
第
六
十
八
条
の
こ
十
六
、
第
六
十
八
条
の
…
一
十
七
い
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
四
十
一
二
第
一
濁
中
「
平
成
二
十
一
一
年
五
月
一
一
一
十
一
日
い
を
「
平
成
ニ
十
四
年
一
一
一
月
三
十
一
日
い
に
改
め
、

「
又
は
分
割
型
分
割
部
(
適
格
分
割
型
分
割
を
除
く
。
)
」
及
び
「
又
は
分
割
前
承
継
法
人
」
を
前
り
、
関
噴
の
表
の
第
一
一
一
号
及

び
第
四
号
中
「
百
分
の
百
」
を
「
百
分
の
九
十
」

に
敬
め
、
同
条
第
間
関
寝
中
「
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
現
物
分
翠
」

市
」
、

「
合
併
又
は
分
倒
的
割
分
割
の
日
」
油
化
「
合
併
の
陪
」
に
改
め
、
邸
内
環
第
二
号
中
「
又
は
分
部
盟
分
割
い
を
削
り
、

「
第
十
百
条
の
一
一
第
一
項
本
文
」
を
「
第
十
五
条
の
一
一
第
一
項
い
に
、 mω1 

A o 

排
に
あ
っ
て
は
」
を
吋
合
併
に
あ
っ
て
泊
、
」
に
、

三
五
七
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「
以
下
こ
の
条
い
を
「
第
十
項
」
に
、

寸
分
割
塑
分
割
に
あ
づ
て
は
そ
の
分
割
型
分
割
の
日
が
連
結
親
法
人
事
業
年
度
開

始
の
日
で
あ
る
場
合
の
当
該
分
割
前
型
分
割
に
、

そ
れ
ぞ
れ
罷
る
も
の
と
す
る
」
を
「
限
る
」
に
改
め
、

「
又
泣
分
嵩
承
継
法

人
」
を
削
り
、

同
環
第
六
号
中
「
、
連
結
子
法
人
の
」
の
下
記
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
」
を
加
え
、

「
解
患
の
日

が
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
が
」
に
改
め
、
開
条
第
五
項
山
中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
議
結
事
業
年
震
に
お
け
る
当

棋
連
結
組
法
人
又
は
時
現
に
想
定
す
る
連
結
子
法
八
の
解
散
の
訪
を
舎
社
連
絡
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
敬
し
た
議
鶴
子

法
人
」
を
「
又
は
そ
の
議
総
子
法
人
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
漣
締
法
人
い
に
改
め
、
問
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

連
絡
締
法
人
の
解
散
の
訪
を
含
む
濃
縮
川
事
業
年
度
に
お
け
る
議
談
連
絡
親
池
山
人

連
結
ヴ
寸
法
人
の
解
散
の
呂
奈
}
含
む
連
結
事
業
年
症
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
西
十
二
一
第
八
寝
中
「
、
適
格
分
社
型
分
割
」
を
つ
連
絡
分
割
」
に
、

「
適
格
事
後
設
立
に
」
を
「
適
格

現
物
分
配
(
以
下
こ
の
項
及
、
び
次
項
に
お
い
て
「
適
格
分
割
等
」
と
い
う
。
)
に
い
に
、

吋
被
事
後
設
立
法
人
い
を
「
被
璃

物
分
配
法
人
」
に
、

「W
3
核
鴻
格
分
社
製
分
割
、
適
格
現
物
出
資
又
培
選
格
事
後
設
立
い
を
「
当
該
漉
格
分
離
等
い
に
、

ぷ
問
分
の
官
い
役
立
自
分
の
九
十
い
に
殺
め
、
問
現
に
次
の
た
だ
し
識
を
加
え
る
。

O 
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た
だ
し
、
当
該
総
結
子
法
人
の
う
ち
携
算
中
の
も
の
は
つ
い
て
は
、
こ
の
眠
り
で
な
い
。

第
六
十
八
条
の
盟
十
三
第
九
嘆
中
「
濫
格
分
社
摺
分
割
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」
そ
吋
適
格
分
割
等
い
に

改
め
、

同
条
第
十
二
項
中
「
(
適
格
分
割
型
分
割
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
適
格
分
裂
聖
分
割
の
日
が
そ
の
連
結
親
法
人
事
業
年

度
開
始
の
践
で
あ
る
場
合
の
当
該
適
格
分
都
型
分
割
に
臨
る
。
〉
」
を
削
り
、
府
内
条
第
十
三
現
中
「
関
壊
の
漉
格
分
割
が
分

社
期
分
割
で
あ
る
と
き
の
」
を
黙
り
、

吋
の
潜
核
適
格
分
割
い
後
「
の
そ
の
瀦
絡
分
鶴
」
に
改
め
、
開
条
欝
十
八
瑛
中
「
溜

格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
現
物
分
程
」
に
、

「
披
事
後
設
立
法
人
」
を
「
被
現
物
分
配
法
人
」
に
改
め
、

「
の
海
外
投
資
等

損
失
準
護
金
の
金
額
」

の
下
に
「
〈
当
該
被
現
物
分
配
法
人
の
当
該
適
絡
現
物
分
詑
の
日
を
含
む
事
業
年
度
が
連
結
事
業
年

肢
に
談
潟
し
な
い
事
業
年
牒
で
あ
る
場
合
に
は
、
関
条
第
一
頃
の
海
外
投
議
等
損
失
準
備
金
の
金
額
〉
い
を
加
え
、
同
条
橋

十
九
寝
中
「
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
現
物
分
配
」
に
改
め
、

同
条
第
ニ
十
壌
中
「
第
十
八
礁
に
」
を
「
第
十
八
壊
又
は

第
五
す
五
条
第
二
十
一
一
項
に
」
に
、

「
被
事
後
設
立
法
人
の
そ
の
適
格
事
後
設
立
」
を
「
被
現
物
分
霊
法
人
(
そ
の
適
格
現

物
分
間
後
に
お
い
て
漣
結
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
罷
る
。
)
の
そ
の
適
格
現
物
分
配
」
に
、

「
第
十
八
項
の
」
を
「
第
十

八
現
又
は
簡
条
第
二
十
一
一
ゅ
墳
の
」
に
、

「
当
該
被
挙
後
設
立
法
人
い
そ
「
当
競
被
現
物
分
配
法
人
い
に
、

「
当
…
技
協
格
護
婦
後

設
立
」
を
「
当
該
適
格
現
物
分
霊
」
に
改
め
、

同
条
第
二
十
一
項
中
「
又
は
第
五
議
」
を
「
、
第
五
項
又
は
第
六
項
」
に
改

三
五
九
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め
る
。第

六
十
八
条
の
四
十
閥
第
一
項
中
「
平
成
…
一
十
ニ
年
三
月
三
十
一
日
」
そ
「
一
平
成
一
一
十
四
年
三
月
王
子
一
日
」
拡
我
め
、

「
村
人
は
分
鰐
型
分
割
〈
端
緒
分
額
製
分
割
そ
除
く
。
)
い
及
び
「
又
は
分
裂
承
織
法
人
」
を
削
り
、

「
、
適
格
現
物
出
資
又

は
適
格
挙
後
設
立
」
を
「
又
法
適
格
現
物
出
資
」
に
攻
め
、
同
条
第
三
一
項
中
「
、
適
格
現
物
出
資
又
詰
適
格
事
後
設
立
」
を

「
又
法
適
格
現
物
出
資
」
に
、

「
合
併
又
は
分
割
翠
分
割
の
日
」
を
「
合
評
む
日
」
に
改
め
、
出
刊
現
築
工
号
イ
中
「
V
A
は
分

制
緩
分
鋭
い
そ
削
り
、

「
合
併
に
あ
っ
て
は
」
を
「
会
鉾
に
あ
つ
で
は
、
」
に
、

「
第
十
班
条
の
ニ
第
一
環
本
文
い
を
「
鶏

五
条
の
一
一
第
…
項
」
花
、

が
連
結
額
法
人
事
業
年
度
顎
拾
の

B
で
あ
る
場
合
の
当
該
分
割
型
分
割
に
、

「
以
下
こ
の
条
」
を
「
第
八
項
い
に
、

「
、
分
額
型
分
割
に
あ
っ
て
は
そ
の
分
割
型
分
割
の
日

そ
れ
ぞ
れ
限
る
も
の
と
す
る
」
を
「
限
る
」
に

改
め
、

「
又
は
分
割
承
継
法
人
」
を
削
り
、
詞
項
第
三
号
ゆ
っ
連
結
子
法
人
の
」
の
下
に
「
破
産
手
競
開
始
の
決
定
に
よ

「
解
散
の
誌
が
い
そ
「
破
藤
手
続
開
始
の
決
定
の
日
が
い
に
改
め
、
同
条
錨
四
噴
出
市
「
の
解
散
の
日
を
合
的

漣
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人
又
は
問
項
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
舎
む
連
結
事
業
年
度
に
お

け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人
」
を
「
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の
う
ち
、
次
に
掲
、
げ
る
連
結
法
人
」
に
改
め
、
同
項
に
次

る
い
仙
台
加
え
、

の
各
号
を
訴
え
る
。

C 
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連
結
悪
法
人
の
解
融
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
震
に
お
け
る
当
該
連
結
悪
法
人

ニ
連
鶴
子
法
人
の
解
散
の
日
を
合
牡
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

譜
第
出
?
の
漉
結
子
法
人

附
畑
中
ハ
十
八
条
の
四
十
閤
第
六
嶋
中
「
適
格
分
社
摺
分
割
、
適
格
現
物
出
資
マ
〈
は
濃
格
事
後
設
怠
」
を
吋
適
格
分
都
文
昨
瀦

格
現
物
出
資
」
に
、

「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
誌
被
挙
後
設
立
法
人
」
を
「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
い
に
改
め
、
日
間
情
明
記
次

の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
連
結
子
法
人
の
う
ち
清
算
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
緩
り
で
な
い
。

第
六
十
八
条
の
船
十
四
第
七
寝
中
「
適
格
分
社
製
分
割
、
適
格
現
物
山
山
選
又
拡
連
絡
事
後
設
立
い
を
「
漉
賂
分
側
部
又
法
違

格
現
物
出
演
」
む
紋
め
、
間
条
第
九
職
中
「
〈
灘
格
分
割
盟
分
割
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
格
分
割
期
分
割
の
設
が
そ
の
連
絡

務
法
人
事
業
年
度
醐
開
始
の
日
で
あ
る
場
舎
の
当
該
適
格
分
割
期
分
割
に
限
る
。
〉
」
を
削
り
、
間
条
第
十
一
一
嶋
中
ゼ
制
り
、
開

条
第
十
二
要
を
同
条
第
十
一
項
と
す
る
。

人
い需

を六
割十
り八
.条

内 の
条西
第十
五五

事第
一寸 項

中
越

埜支
毛芦言 法

繋分
話i 害5
貝刑

又云
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分
割
型
分
割
の
日
」
を
「
合
併
併
の
日
」
に
改
め
、
問
項
第
ニ
号
中
「
又
は
分
割
削
一
分
前
」
を
部
り
、

を
「
合
併
に
あ
っ
て
は
、
」
に
、
「
内
抗
不
こ
の
条
」
を
「
第
十
項
」
に
、
寸
分
割
裂
分
鋭
に
あ
っ
て
試
そ
の
分
離
型
分
割

の
日
が
連
絡
親
法
人
事
業
年
窓
際
絡
の
誌
で
あ
る
場
合
の
部
核
分
制
期
分
割
に
、
そ
れ
ぞ
れ
綴
る
も
の
と
す
る
い
を
「
限

「
ム
ロ
桝
併
に
あ
っ
て
は
」

る
」
に
改
め
、

「
又
は
分
額
滋
継
法
人
」
そ
削
り
、
開
明
第
閑
吟
中
「
、
鴻
綿
子
法
人
の
」
の
下
立
吋
獄
中
産
手
続
開
始
の
決

吋
解
散
の
詩
が
」
を
…
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
が
」
に
殺
め
、
間
同
条
第
六
項
中
「
の
解
散
の
日

を
含
む
連
結
事
業
年
肢
に
お
け
る
w
d
該
選
結
練
法
人
又
は
同
市
引
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
議
事
業
年

度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人
い
を
「
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
連
結
法
人
」
に
改
め
、
同

定
に
よ
る
い
を
加
え
、

項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
連
結
親
法
人
の
解
散
の

B
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

連
結
子
法
人
の
解
散
の
昌
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

清
算
中
の
連
結
子
抜
人

第
六
十
八
条
の
四
十
五
第
八
項
中
「
適
格
分
社
離
分
謡
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
L

を
吋
嬢
格
分
割
又
は
遊

格
現
物
出
資
」
に
、

「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
捻
被
卒
後
設
立
法
人
い
ー
を
「
又
は
被
現
物
出
嫌
法
人
い
に
改
め
、
問
問
現
に
次

O 
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の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
車
該
連
結
子
法
人
の
う
ち
清
算
中
の
も
の
何
人
つ
い
て
は
、
と
の
罷
り
で
な
い
ぺ

第
六
十
八
条
の
閉
山
十
五
第
九
夜
中
「
瀦
格
分
社
離
分
割
、
議
格
現
物
出
資
又
は
適
格
挙
後
設
立
」
を
「
適
格
分
割
マ
〈
は
適

格
現
物
出
資
い
に
改
め
、
開
条
第
十
一
一
府
内
中
「
〈
灘
絡
分
割
期
分
割
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
適
格
分
割
割
分
割
の
縫
が
そ
の
耀

結
親
法
人
事
業
年
震
開
始
の
日
で
あ
る
場
合
の
讃
該
適
格
分
割
型
分
割
に
眼
る
。
〉
」
を
制
約
り
、
同
条
第
十
五
世
相
及
び
第
十

六
項
を
部
り
、
間
関
条
第
十
七
項
を
同
条
第
十
五
項
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
盟
十
六
第
一
項
中
「
平
成
一
一
十
二
年
一
一
一
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

「
廿
入
は
分
制
捜
分
額
{
適
格
分
割
割
分
割
を
鈴
く
。
〉
」
及
、
び
「
又
は
分
割
承
継
法
人
」
を
制
的
り
、
同
条
第
三
項
ゃ
っ
議

格
現
物
出
資
又
は
遥
格
一
事
後
設
立
い
を
「
又
は
適
格
積
物
出
潔
い
に
、

ぷ
口
併
又
は
分
説
盤
分
制
の
日
」
そ
「
ム
ロ
胤
併
の
日
」

に
改
め
、
再
項
第
ニ
号
イ
中
「
又
は
分
割
郡
一
分
割
」
を
部
り
、
「
合
併
に
あ
っ
て
泣
い
を
「
合
併
に
あ
っ
て
は
、
」
に
、

「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
本
文
」
を
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
、

「
以
下
と
の
条
」
を
「
第
八
項
」
に
、

寸
分
割
聖

分
割
に
あ
っ
て
は
そ
の
分
割
前
理
一
分
割
の

E
が
連
結
寵
法
人
事
業
年
度
開
姑
の

E
で
あ
る
場
合
の
当
該
分
割
聖
分
割
に
、

そ
れ

ぞ
れ
限
る
も
の
と
す
る
」
を
「
限
る
」
に
改
め
、

「
又
は
分
割
承
継
池
山
人
」
そ

り
、
田
内
現
第
…
…
一
号
中
「
、
連
鶴
子
法
人

ft 
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の
」
の
下
に
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
」

を
加
え
、

「
解
散
の
日
が
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
が
」
じ
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人
又
は
同
項
に
規
定
す
る
連
結
子
法

人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人
」
を
「
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の
う
ち
、
次

/
に
掲
げ
る
連
結
法
人
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

連
結
親
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

連
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
四
十
六
第
六
項
中
「
適
格
分
社
型
分
割
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
分
割
又
は
適

格
現
物
出
資
」
に
、

「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
事
後
設
立
法
人
」
を
「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
に
改
め
、
同
項
に
次

の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
連
結
子
法
人
の
う
ち
清
算
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
八
条
の
四
十
六
第
七
項
中
「
適
格
分
社
型
分
割
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」

を
「
適
格
分
割
又
は
適

格
現
物
出
資
」

に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
(
適
格
分
割
型
分
割
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
適
格
分
割
型
分
割
の
日
が
そ
の
連
結

O 
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税
法
人
事
業
年
度
開
始
の
日
で
あ
る
議
合
の
出
銭
瀦
格
分
割
製
分
割
に
限
る
。
〉
」
を
臨
り
、
問
問
条
機
十
…
壌
を
黙
り
、
間

条
第
十
ニ
市
引
を
向
条
第
十
一
壌
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
四
十
八
第
一
五
寝
中
「
、
適
格
現
物
出
資
又
は
滴
格
事
後
設
立
」
を

J
〈
は
適
格
現
物
出
資
い
に
、

「
合
併

又
は
分
割
型
分
割
の
日
」
を
「
合
併
の
日
」
詑
改
め
、
開
積
第
一
一
一
号
イ
中
「
又
は
分
離
担
分
裂
い
を
観
り
、

「
合
併
記
あ
っ

て
は
」
を
「
合
併
に
あ
っ
て
は
、
」
に
、

「
第
十
五
条
の
こ
第
一
項
本
文
」
を
「
第
十
五
条
の
ニ
第
一
議
」
に
、

「
以
下
こ

の
条
」
を
「
第
十
一
項
」
に
、

「
、
分
謡
霊
分
割
に
あ
っ
て
は
そ
の
分
割
型
分
割
の
日
が
連
結
襲
迭
人
事
業
年
度
調
揺
の
日

で
あ
る
場
合
の
当
該
分
割
型
分
裂
に
、

削
り
、
問
項
第
六
対
中
寸
連
結
子
法
人
の
」

「
又
泣
分
裂
承
継
法
人
」
を

の
下
に
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
」
を
謡
え
、
「
解
敷
の
日
が
」
を

「
破
藤
手
続
開
始
の
決
定
の
お
が
」
に
改
め
、
開
条
第
七
現
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
淳
一
線
事
業
年
度
に
お
け
る
当
諜
各
号

に
溜
め
る
い
な
コ
っ
ち
、
次
花
鶏
げ
ふ
ハ
ご
に
改
め
、
開
現
第
一
以
内

d

中
「
連
結
事
業
年
度

当
該
い
そ
「
議
結
事
業
年
撲
に
お

そ
れ
ぞ
れ
隈
る
も
の
と
す
る
」
を
「
限
る
」
に
改
め
、

け
る
当
核
い
に
改
め
、
同
璃
第
一
一
号
中
吋
連
絡
事
業
年
燦

そ
の
」
そ
「
漣
給
事
幾
年
捜
に
お

る
そ
の
」
に
改
め
、
問
項

第
四
号
を
都
り
、
同
現
第
一
一
一
号
や
「
謀
総
事
業
年
度

当
該
い
な
「
濃
縮
事
業
年
度
に
お
け
る
当
騒
い
に
改
め
、
問
問
守
を
問

現
第
凶
号
と
し
、
内
向
項
第
一
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
五
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清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
四
十
八
第
九
項
中
「
適
格
分
社
型
分
軒
、
漉
時
現
物
出
資
ゾ
〈
は
連
格
事
後
設
立
い
を
「
適
格
分
制
的
又
は
溜

格
現
物
出
資
」
に
、

「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
披
事
後
設
立
法
人
」
を
「
又
は
接
現
総
初
出
資
法
人
」
に
改
め
、
同
嘆
に
次

の
た
だ
し
進
国
を
加
え
る
c

た
だ
し
、
当
絞
連
紘
一
ナ
法
人
の
う
ち
消
算
ゅ
の
あ
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
り
で
な
い
。

第
六
ト
八
条
の
盟
十
八
第
十
項
中
「
適
格
分
社
型
分
鶴
、
適
格
現
物
出
資
又
は
瀦
絡
事
後
設
立
い
を
「
溜
格
分
制
的
又
は
総

そ
の
適
格
分
割
型
分
割
の
日
が
そ
の
謹

格
現
物
出
資
」
に
改
め
、
日
間
条
第
十
二
項
中
「
(
適
格
分
寵
型
分
割
に
あ
っ
て
培
、

結
続
法
人
事
業
年
度
錦
絵
の
ヨ
で
あ
る
場
合
の
当
該
適
格
分
割
型
分
割
に
限
る
。
)
」
を
割
り
、
同
条
第
十
六
項
及
び
第
十

七
項
を
削
り
、
間
同
条
第
十
八
寝
中
合
同
条
錨
十
六
項
と
?
る
。

第
六
十
八
条
の
五
十
三
第
三
議
第
一
一
一
号
中
つ
遊
離
予
法
人
の
い
の
下
に
「
破
鏡
手
続
開
始
の
決
淀
川
九
よ
る
」
晶
化
加
え
、

「
解
散
の
日
が
い
を
「
磯
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
が
」
に
改
め
、
同
条
第
鴎
噴
中
「
次
の
各
問
一
勺
に
掲
げ
る
逮
結
事
業
年
燦

に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
う
ち
、
次
立
掲
げ
る
」
に
改
め
、
河
項
第
一
号
中
「
連
結
事
業
年
裏

当
該
」
を

「
連
結
事
業
年
度
に
お

る
当
該
」
に
改
め
、

問
項
第
二
号
中
「
連
結
事
業
年
度

そ
の
」
を
「
連
結
一
事
長
来
年
震
に
お
け
る

む

帽蛇
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" 

そ
の
」
に
改
め
、

問
項
第
三
号
中
「
連
結
事
業
年
鹿

当
該
」
を
「
連
絡
事
業
年
震
に
お
け
る
当
該
い
に
改
め
、
同
号
を
同

噴
第
四
号
と
し
、

問
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
一
清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
五
十
四
第
五
項
第
二
号
中
「
第
十
五
条
の
二
第
一
寝
本
文
」
を
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
、
連
結
子
法
人
の
」

の
下
に
「
護
産
手
続
開
婚
の
決
定
に
よ
る
」
を
加
え
、

同
条
第
六
寝
中
「
次
の
各
号
に
揚
、
げ
る
連
結
事
業
年
震
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め

「
解
散
の

E
が
」
を
「
破
産
手

続
開
始
の
決
定
の
日
が
」
に
改
め
、

る
」
を
「
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
」
に
設
め
、
問
項
第
一
号
中
「
連
結
事
業
年
度

当
該
」
を
「
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当

設
」
に
改
め
、
問
璃
第
ニ
号
中
「
連
結
事
業
年
度

そ
の
」
を
「
連
結
事
業
年
震
に
お
け
る
そ
の
」
に
改
め
、

同
項
第
一
ニ
号

中
「
連
結
事
業
年
度

当
該
」
を
「
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
」
に
設
め
、
間
内
号
を
問
項
第
羽
号
と
し
、

同
現
第
ニ
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一一
消
算
中
の
連
結
子
法
大

第
六
十
八
条
の
五
十
査
第
七
明
中
つ
現
物
出
燦
又
試
薬
後
設
立
〈
法
人
税
法
第
三
条
第
十
一
一
号
の
み
ハ
に
規
定
す
る
事
後

投
立
を
い
う
。
以
下
ご
の
条
に
お
い
て
問
じ
。
)
」
を
「
又
法
務
物
自
殺
」
に
、

「
、
被
現
物
出
魔
法
人
又
は
被
事
後
蹴
立

六
七
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法
人
」
…
を

「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
に
、

「
九
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
に
係
る
」

を
「
又
は
現
物
出
資
に
係
る
」
に
、

「
、
現
物
出
資
法
人
又
は
事
後
設
立
法
人
」
を
「
又
は
現
物
出
資
法
人
」
に
改
め
、

の
下
に
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
」
を
加
え
、

同
条
第
八
項
第
二
号
中
「
、
連
結
子
法

人
の
」

「
解
散
の
日
が
」

を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
が
」
に

改
め
、

同
条
第
十
一
項
中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人
又
は
同
項
に
規
定
す
る
連
結

子
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人
」

を
「
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
連
結
法
人
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

連
結
親
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

二
連
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
五
十
五
第
十
三
項
中
「
分
社
型
分
割
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
」

を

「
分
割
又
は
現
物
出
資
」
に
、

「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
事
後
設
立
法
人
」

を
「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る

た
だ
じ
、
当
該
連
結
子
法
人
の
う
ち
清
算
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

O 
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第
六
十
八
条
の
五
十
五
第
十
四
噴
中
「
分
社
整
分
割
、
現
物
出
資
文
試
事
後
設
立
」
な
「
分
倒
的
又
は
現
物
出
資
」
に
改

め
、
再
条
第
十
五
項
中
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
本
文
」
を
「
第
十
五
条
の
ニ
第
一
項
」
に
改
め
、

「
(
次
現
に
お
い
て

一
「
連
結
親
法
人
事
業
年
度
開
始
の
日
」
と
い
う
。
)
」
を
削
り
、
同
条
第
十
六
寝
中
「
(
分
割
霊
分
割
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

分
割
摺
分
割
の
日
が
そ
の
連
結
親
法
人
事
業
年
護
側
開
始
の
闘
で
あ
る
場
合
の
当
該
分
割
親
分
割
に
譲
る
。
〉
」
を
削
り
、
問

条
第
十
八
頃
を
出
り
、
開
条
第
十
九
噴
愛
用
条
第
十
八
項
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
五
十
六
第
四
項
中
「
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
(
迭
人
税
法
第
一
一
条
第
十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
事
後

設
立
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
陪
じ
。
)
」
を
「
又
は
現
物
出
資
」
に
、

「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
事
後
設
立

法
人
い
な
「
又
叫
川
被
瀦
物
出
資
法
人
い
児
、

「
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
に
係
る
」
を
「
又
は
現
物
出
資
に
係
る
」
託
、

「
、
現
物
出
資
法
人
文
は
事
後
設
立
法
人
い
を
「
又
は
現
物
出
資
法
人
い
に
改
め
、
開
条
第
五
壊
第
一
一
号
中
「
、
謀
総
予
法

人
の
」

の
下
に
「
薮
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
」
を
加
え
、

「
解
散
の
日
が
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
が
」
に

改
め
、
同
条
第
七
寝
中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お

る
当
該
連
結
親
法
人
又
は
問
項
に
規
定
す
る
連
結
子

法
人
の
解
散
の
時
を
食
む
連
結
事
業
年
疫
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
絡
子
法
人
」
晶
化
「
又
は
そ
の
迷
路
子
法
人
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
選
結
法
人
」
に
改
め
、
陪
壊
む
次
の
各
号
を
加
え
る
。

六
九
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連
結
親
法
人
の
解
散
の
nnを
含
む
連
結
一
事
業
年
産
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

ニ
連
結
手
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
げ
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

三
清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
五
十
六
第
九
項
中
「
分
社
型
分
割
、
現
物
出
資
又
試
事
後
設
立
」
を

「
分
割
又
は
現
物
出
資
い
に
、

「 、

被
現
物
出
資
法
人
又
は
検
事
後
設
立
法
人
」
そ
「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
に
改
め
、
開
閉
引
に
次
の
た
、
だ
し
議
後
加
え
る
。

た
だ
し
、
時
刻
殺
漉
結
予
法
人
の
う
ち
鴻
算
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
毅
り
で
な
い
。

第
六
十
八
条
の
夜
十
六
第
十
寝
中
「
分
社
型
分
割
.
現
物
出
資
文
法
事
後
設
立
」
を
「
分
割
又
は
判
明
物
出
資
」
立
改
め
、

同
条
第
十
一
頃
中
「
第
十
五
条
の
ニ
第
一
一
嶋
本
文
」
を
「
第
十
五
条
の
ニ
第
一
一
嬰
一
仁
改
め
、

「
(
次
項
に
お
い
て

「
連
結

担
税
法
人
事
業
年
度
開
始
の

E
」
と
い
う
。
)
」
を
削
り
、
開
条
第
十
二
寝
中
「
(
分
割
型
分
割
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
分
裂
型

分
割
の
日
が
そ
の
連
結
説
法
人
事
業
年
度
額
始
の
日
で
あ
る
場
合
の
当
該
分
割
車
分
織
に
限
る
。
〉
」
会
削
り
、
州
内
条
第
十

六
職
及
び
第
十
七
項
を
削
り
、
同
条
第
十
八
項
を
開
条
第
十
火
山
崎
山
と
す
る
。

措
六
十
八
条
の
班
十
八
鱗

「
又
は
分
割
型
一
分
制
〈
瀧
絡
分
擬
按
分
揺
を
除
く
。
〉
」
及
、
ぴ
「
又
は
分
類
魚
鱗
訟

人
」
を
削
り
、
同
条
畷
五
寝
中
「
、
議
絡
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」
を
「
又
は
適
格
現
物
出
資
い
に
、

「
合
評
マ
〈
誌

O 

. 
， 

O 
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分
割
諜
分
割
の
口
同
」
な
「
合
併
の
門
忠
に
改
め
、
持
礎
第
五
号
中
「
又
は
分
割
割
分
割
」
そ
制
的
り
、

「
A
m
評
に
あ
っ
て
は
」

を
「
合
併
に
あ
っ
て
は
、
い
に
、

「
郷
十
宜
条
の
一
…
第
一
環
本
文
」
を
「
第
十
班
条
の
一
一
第
一
項
」
に
、

「
以
下
こ
の
条
い

を
「
第
十
一
明
い
に
、

寸
分
割
型
分
訴
に
あ
っ
て
は
そ
の
分
割
盟
分
割
の
日
が
連
結
線
掠
人
事
業
年
度
鵠
婚
の

で
あ
る

場
合
の
当
該
分
割
型
分
割
に
、

そ
れ
ぞ
れ
限
る
も
の
と
す
る
」
を
吋
限
る
」
に
改
め
、

「
又
は
分
離
承
経
法
人
い
を
剖
り
、

問
要
第
題
号
中
「
、
連
結
子
法
人
の
」

の
下
に
「
議
産
手
続
調
始
の
決
定
に
よ
る
」
を
加
え
、

「
解
散
の
日
が
」
を
「
破
産

手
続
調
始
の
決
定
の
日
が
」
に
改
め
、
開
条
第
七
項
目
中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

又
は
同
項
に
輝
定
す
る
連
結
子
法
人
の
解
散
の

を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人
」
を
「
又

は
そ
の
遮
結
子
法
人
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
選
結
法
人
い
に
改
め
、

両
市
明
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

連
結
親
法
人
の
解
散
の
日
を
合
知
連
絡
事
業
年
療
に
お
け
る
当
該
鵡
結
親
法
人

組
結
子
法
人
の
解
散
の
臼
そ
命
治
灘
結
事
幾
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

補
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
百
十
八
潮
九
壌
中
「
適
格
分
社
製
分
割
、
璃
格
現
物
出
資
又
は
適
格
世
闘
争
後
設
立
」
を
「
適
格
分
制
又
は
適

格
現
物
出
資
」
に
、

「
、
被
現
物
密
資
迭
人
又
は
被
事
後
設
立
法
人
」
を
「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
い
に
改
め
、

同
頃
に
次

セ
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の
た
、
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
連
結
子
法
人
の
う
ち
清
算
出
?
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
八
条
の
五
十
八
第
十
境
中
「
適
格
分
社
幾
分
端
、
適
格
別
物
山
資
リ
人
は
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
分
割
又
は
適

格
織
物
品
嫌
い
に
改
め
、
問
条
第
十
二
瑛
中
「
〈
適
格
分
鰐
担
分
制
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
適
格
分
割
型
分
割
の
日
が
そ
の
漣

結
麟
詩
人
事
業
年
度
開
始
の
日
で
あ
る
場
合
的
当
該
適
格
分
割
担
分
制
に
削
減
る
。
〉
」

間
条
第
ふ
ー
ん
ハ
積
及
ぴ
構
十

壌
を
部
り
、
同
条
第
十
八
項
を
制
条
第
十
六
項
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
五
十
八
の
二
第
二
項
中
「
又
泣
宮
本
郵
政
株
式
会
社
が
分
割
法
人
と
な
る
分
割
型
分
割
(
適
格
分
出
型
分

同
条
第
五
項
中
之
口
許
又
法
分
割
型
分
割
の
日
」
を
「
合
部

訟
を
徐
く
。
)
」
及
び
「
又
は
当
該
分
割
型
分
割
前
」
を
間
り
、

の

に
改
め
、

問
項
第
一
号
中
「
又
は
分
割
問
型
分
割
(
分
割
型
分
割
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
分
割
型
分
割
の
日
が
法
人
税
法

第
十
五
条
の
一
一
第
一
一
明
に
規
窓
ず
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
開
始
の
日
で
あ
る
場
合
の
当
該
分
割
型
分
剖
に
般
る
。
)
」
及

び
「
又
は
分
割
承
継
法
人
」
を
鰐
り
、

「
合
併
又
は
分
割
加
分
割
の
」
を
「
A
n
M
W
の
い
に
絞
め
る
。

第
六
ト
八
条
の
五
卜
九
第
弘
明
中
「
〈
各
連
絡
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
げ
る
い
を
吋
〈
法
人
税
法
第
一
一
条
第
九
号
に
競

定
す
る
普
通
法
人
で
あ
る
連
結
説
法
人
の
う
ち
各
連
結
卒
業
年
度
終
了
の
時
に
お
い
て
い
に
、

「
法
人
税
法
第
一
一
条
第
九
号

O 

白鳥
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。
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に
規
定
す
る
普
通
法
人
及
び
い
を
「
も
の
及
、
び
同
法
第
六
十
六
条
第
六
項
第
二
号
、
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
並
び

ご
い
に
、

ぷ
附
く
。
)

又
は
い
を
「
除
く
。
次
現
に
お
い
て
同
じ
。
〉

マ
〈
は
い
に
、

「
除
く
。
)
が
鵠
人
税
法
い
を
「
鉢

く
。
次
現
に
お
い
て
問
、
じ
。
〉
が
、
法
人
税
拾
い
に
、

の
下
に
す
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
い
を
加
え
、

「
除
く
。
〉

の
い
そ
「
除
く
。
次
現
に
お
い
て
関
じ
。
〉

の
い
に
改

条
第
ニ
噴
出
市
「
に
は
、
問
法
第
班
十
一
一
条
繁
一
一
境
中

め

「
積
額
い

「
計
算
し
た
金
額
」
」
を
「
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
二
条
第
二
現
又
法
第
六
壊
の
規
定
に
よ
り
当
該
制
服
揺
損
金
額
を
部
算

す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
中
「
乱
引
算
し
た
金
額
(
第
六
項
」
」
に
改
め
、

「
第
六
十
八
条
の
五
十
九
第
一
項
」

の
下
に

「
又
は
第
三
項
」

を

v

え、

「
、
持
噴
に
」
を
「
、
同
条
第
一
項
又
法
第
二
項
に
」
に
、

「
金
額
」
と
し
て
」
を
「
金
額

(
第
六
悩
引
い
と
し
て
」
に
改
め
、
時
前
明
を
同
条
第
一
一
一
項
と
し
、
問
問
条
第
二
棋
の
次
に
次
の
ニ
同
町
れ
を
加
え
る
。

2 

路
締
親
法
人
又
は
当
藤
選
結
親
法
人
に
よ
る
遡
結
完
全
文
慰
問
関
係
見
あ
る
連
結
子
法
人
が
、
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の

一
二
第
一
明
の
嬬
定
に
よ
り
向
。
換
に
規
定
す
る
倒
別
損
金
額
を
判
叶
引
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
間
法
協
班
十
…
一
条
第
六
現
の
規

定
に
よ
り
当
該
側
細
部
援
金
鱗
を
副
引
算
す
る
と
き
は
、
当
競
連
結
緩
法
人
又
は
そ
の
各
鵡
純
子
総
人
ご
と
に
、

関
措
併
に
規
定

す
る
適
格
分
割
等
の
室
前
の
持
を
各
連
結
事
業
年
度
終
了
の
持
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
謀
適
格
分
割
等
立
よ
り
移
較
す

る
一
一
括
評
髄
金
銭
蜜
壊
の
軽
簿
錨
額
の
合
計
額
に
政
令
で
定
め
る
笥
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
、

同
項
に
規

七
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四

定
す
る
一
括
貸
倒
引
当
金
繰
入
限
度
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
八
条
の
六
十
一
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
、

「
第
十
四
項
」
を
「
第
十

三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
、
適
格
現
物
出
資
若
し
く
は
適
格
事
後
設
立
」

を
「
若
し
く
は
適
格
現
物
出
資
」
に
、

「
合
併
又
は
分
割
型
分
割
の
日
」
を
「
合
併
の
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
連
結
親
法
人
若
し
く
は
そ
の
連
結
子
法

人
」
を
「
連
結
親
法
人
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
」
に
、

「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
本
文
」
を
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」

-
7

」
、

ー

「
以
下
こ
の
条
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、

「
又
は
分
割
型
分
割
(
そ
の
分
割
型
分
割
の
日
が
連
結
親
法
人
事
業
年
度

開
始
の
日
で
あ
る
場
合
の
当
該
分
割
型
分
割
に
限
る
。
)
に
よ
り
分
割
承
継
法
人
に
鉱
業
事
務
所
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

感
転
し
た
場
合
」
を
削
り
、

「
若
し
く
は
海
外
探
鉱
準
備
金
の
金
額
又
は
分
割
型
分
割
直
前
に
お
け
る
探
鉱
準
備
金
の
金
額

の
う
ち
そ
の
移
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
鉱
業
事
務
所
に
係
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

(
当
該
分
割
型
分
割
に
よ
り
分
割
承
継
法
人
に
当
該
鉱
業
事
務
所
の
全
部
を
移
転
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
分
割
型
分
割
直
前

に
お
け
る
探
鉱
準
備
金
面
金
額
)
」
を
「
又
は
海
外
探
鉱
準
備
金
の
金
額
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
連
結
子
法
人

「
解
散
の
日
が
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
が
」
に
改

の
」
の
下
に
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
」
を
加
え
、

O 
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め
、
国
内
条
第
六
項
中
「
の
解
散
の
自
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
経
担
税
法
人
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る

連
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
謹
結
事
業
年
患
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
選
結
子
法
人
」
を
「
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
漣
締
法
人
い
に
改
め
、
間
穫
に
次
の
各
号
そ
加
え
る
。

選
結
線
法
人
の
解
散
の
自
を
含
む
連
絡
事
諜
年
度
に
お
け
る
当
該
連
絡
務
総
人

連
結
子
法
人
の
解
散
の

E
を
含
む
連
結
事
業
年
度
、
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
千
八
条
の
六
十
一
第
八
項
中
「
連
絡
分
社
型
分
割
、
適
格
現
物
出
資
又
註
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
分
割
前
又
は
適

格
濯
物
出
資
い
に
、

「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
事
後
設
な
法
人
い
を
「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
に
改
め
、
時
前
慌
に
次

の
た
だ
し
議
合
加
え
あ
。

た
だ
し
、
当
該
連
結
子
法
人
の
う
ち
議
算
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
り
で
な
い
。

第
六
十
八
条
の
ふ
ハ
十
一
第
九
項
中
「
遥
格
分
社
型
分
割
、
適
格
環
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
分
髭
又
は
漉

格
現
物
出
資
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
(
適
格
分
割
型
分
割
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
適
格
分
割
型
分
欝
の

が
そ
の
連

総
続
法
人
事
業
年
度
開
始
の
お
で
あ
る
場
合
の
当
該
適
格
分
割
型
分
割
に
握
る
。
)
」
を
削
り
、

同
条
第
十
一
二
項
を
制
的
り
、

ニ
七
五


